
とくしまの学校における働き方改革通信 ～うぇるびーいんぐ～
Vol.１９

令和６年１月号

今月号の
テーマ

他県における好事例の紹介（教員業務支援員）

学校における働き方改革の目的は、「働き方の改善により教師が学ぶ時間を確保し、自らの授業を磨くこと」等
を通じて、子供たちにより良い教育を存分に行うことができるようにすることです。
県教育委員会では、教員が教員でなければできない業務に集中できるようにするため、教員業務支援員、
学習指導員(学びｻﾎﾟｰﾀｰ)、ICT支援員、部活動指導員、図書館ｻﾎﾟｰﾀｰ等の外部人材の活用を図っています。

徳島県の学校における外部人材の活用状況については、左中段の表にある「徳島県の現状」
が示すように、全ての学校において十分な配置ができてはいません。今後、市町村教育委員会と
も連携しながら、各学校の状況に応じた配置ができるよう努めて参ります。
既に導入されている学校からは「とてもありがたい」、「いないことが考えられない」などの声が
上がる一方で、「導入したいが、どうしたらいいかわからない」、「いまいち協働がうまく進まない」と
いった声も聞かれます。そのような場合は、文科省の｢手引き｣を参照したり、県教委までご相談

ください。

外部人材はお客様ではなく学校現場で一緒に働く仲間です。「チーム学校」として、 改革推進に向けて積極的に
活用を図ってみてください。

ポイント！誰が指示を出すのかを決めておくことで業務管理が効率化できます！
・依頼する業務を検討（教員への情報共有も忘れずに！）
・業務の進め方は適宜相談
・業務内容を可視化
・困りごとや改善点がないか確認、振り返り（細かなｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ）

学校のHPの更新や保護者へのお便り、
メール配信も手伝ってもらえて校務分掌対応の
負担も軽減され、心強いです。

徳島県の現状 ～「3分類」に係る取組状況～

参考引用：教員業務支援員との協働の手引き（令和5年12月）

教師の業務だが、負担軽減が可能な業務
※令和5年度教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査より(令和5年12月)

徳島県
割合

全国平均

授業準備について、教師をサポートする支援スタッフの参画を図っている 72.0％ 74.8％

学習評価や成績処理の補助的業務について、教師をサポートする支援ス
タッフの参画を図っている

48.0％ 42.4％

外部人材の積極的活用について

｢学校や教員が必ずしも担う必要のない業務｣や
｢教師の業務だが、負担軽減が可能な業務｣を精査

⇒外部人材の活用等を含め対応策を検討
⇒学校・教員が担う業務の適正化

徳島県における好事例はこちら↑
教員業務支援員との協働の手引き（令和5年12月）はこちら↑
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